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※不測の事態により、募集要項通りにプログラムを実施することが困難であると判断した場合には、内容の変更を行うことがあります。

その判断は派遣先大学と調整の上、本学経営学部が行います。そちらを承諾の上、プログラムの申請をご検討下さい。





















BSAⅠ

プログラムの流れ

項目 内容

事
前
講
義

事前講義

・BSA I ニュージーランド概要
・英語日常会話
・ニュージーランド社会事情に関するグループ報告
・自宅にて英語のオンラインプレイスメントテスト
　（予定）

海
外
派
遣

英語講義

・リスニング、リーディング、ディクテーション、
ライティング、ディスカッション及び文法の総
合的学習（発音指導、語彙研究含む）

・ビジネス英語、ビジネスコミュニケーションの
基礎

経営学入門科目

・経済学の基礎知識（需要と供給・価格メカニズ
ムなど）

・環境経済学の基礎、ニュージーランドの自然と
農林業

・ニュージーランド経済（貿易理論）
・日本とニュージーランドのビジネス比較
・異文化理解

フィールド
ワーク

歴史
文化
社会

マオリ文化体験、インドアカート、
ゴルフアクティビティ、オークランド観光など

学生交流 ポットラックパーティーなど

事
後
講
義

事後講義

・ニュージーランドの経済と経営に関する成果の
個人報告

・個人報告に基づく英文エッセイの執筆と報告書
の作成

※上記内容は、開講年度により変更となる場合があります。

　週間スケジュール例　

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 週末

午前 English class English class English class English class English class

観光午後 Business class Business class Interact with
local students Business class Business class

放課後 体育館で運動 友達のホストファミ
リーと交流

学校で無料のパン
ケーキ＆交流

ホストファミリーと
一緒に日本食作り 学校で映画鑑賞

※上記内容は、開講年度により変更となる場合があります。

ニュージーランドコース〈マッセイ大学〉

ニュージーランド・パーマストンノース
■パーマストンノースの特徴：

首都ウェリントンから約200キロ北に位
置し、大学や高等教育機関、政府の研究機
関が集まっている。親日家も多く、暮らし
やすい街として人気がある。

マッセイ大学
■創立：1927年
■学生数：約40,000人
■大学の特徴：

ニュージーランド最大で学術的にもトッ
プクラスにランクされる教育、研究機関で
す。レクリエーション、スポーツセンター
をはじめとして、図書館、カフェテリアな
ど大学の施設が非常に充実しています。ア
ジアをはじめ、120以上の国・地域から留
学生5,000人以上の受入を行い、大学が保有
しているEnglish Language Centerで留学
生向けの語学プログラムを展開しています。
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立命館大学長 様 

私は、立命館大学経営学部・経営学研究科主管の海外学習プログラム（BSA プログラムなど。現地への渡航を伴わ

ないオンラインのものも含む。以下「プログラム」という。）に参加するにあたり、立命館大学の代表学生として海

外に派遣されることを自覚したうえで、プログラムの募集要項に記載の事項および次の各事項を承諾し、誠実に履

行します。なお、承諾内容に反した場合、立命館大学の代表学生として相応しくない行動を取った場合は、プログ

ラムへの参加取消しまたは帰国措置を命じられても、異議を申し立てません。 

１．プログラム参加手続の履行 

（１） プログラム申込金および実習費ならびにその他諸経費がかかる場合は、指定の期日までに納入すること。

指定の期日までにプログラム申込金、実習費等の納入がない場合、プログラム参加を辞退するものとみな

す場合があること。

（２） プログラムの合格後は、立命館大学が正当と認める理由以外ではプログラム参加の辞退はできないこと

を十分に理解した上で申込手続を行うこと。

（３） 立命館大学または経営学部・経営学研究科が辞退期限として指定している期日以降にプログラム参加を

辞退する場合、立命館大学によりプログラム参加を取り消された場合、またはプログラムの開始前後にか

かわらず立命館大学の責に帰さない事由によりやむを得ずプログラムを中止する場合には、立命館大学

に納付したプログラム申込金、当該プログラムへの参加にあたり負担した費用、辞退・参加取消・中止に

より発生する費用、当該プログラムに関わる派遣先大学・業者が定めるキャンセル料・追加料金について、

学生本人または父母等が負担すること。また、当該支払に際して外貨から日本円への交換手数料が発生す

る場合は学生本人または父母等が負担すること。

（４） 立命館大学が指定する海外旅行保険および危機管理支援サービス（以下「海外旅行保険等」と総称する。）

に、留学に係る出発から帰国までの期間加入すること。また、派遣先大学から別途で海外旅行保険等に加

入することを指定された場合は、立命館大学および派遣先大学が指定するそれぞれの海外旅行保険等に

加入すること。

（５） 立命館大学または経営学部・経営学研究科が指定する往復の航空便、指定旅行代理店、指定査証代行取得

業者、指定宿舎がある場合は、それらを利用することとし、指定の期日までに手続を行うこと。指定の期

日までにビザ、パスポート等の取得ができない場合、プログラム参加を辞退すること。

（６） 立命館大学および経営学部・経営学研究科が指定するガイダンスに出席し、指定の期日までに必要な書類

を提出すること。

（７） 立命館大学の定期健康診断を受診すること。何らかの事情で受診できていなかった場合は、指定の期日ま

でに、別途健康診断を受診すること。

（８） 医師がプログラムへの参加が困難であると判断した場合、その見解にもとづき、立命館大学がプログラム

参加を認めないことがあること。

（９） 派遣先大学または派遣先大学が所在する国・地域・自治体が指定する予防接種を、指定の期日までに受け

ること。

（１０） 既往症、現在疾患、服薬の状況等について、指定の期日までに立命館大学に申告すること。また、申告内

容に変更があった場合は、速やかに再度申告すること。

２．プログラムに関する諸条件 

（１） プログラム派遣候補者として選抜されることは、派遣先大学での受入を保証するものではないこと。また、

派遣先大学の事情によっては、受入が許可されない場合もあること。

（２） 本邦外務省による海外安全情報にもとづき、派遣先国・地域または都市に対して危険情報および感染症危

険情報レベル2以上が発令された場合、立命館大学は派遣者の生命・身体の安全を最優先し、原則、派遣

の中止を判断する。派遣中止が判断された時点ですでに留学を開始している者は、本邦外務省や在外公館

の勧告・命令および立命館大学の指示に従い、安全を確保したうえで速やかに日本に帰国すること。

また、危険情報または感染症危険情報レベル１以上が発令されている（例外としてプログラムが実施また

は継続する場合も含む。）、もしくは発令がされていない場合でも、派遣者の安全確保または学習の継続が

保証できないと立命館大学が判断した場合は、派遣の中止および早期の帰国を命ずることがある。この場
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合において、これらの事態により発生するキャンセル料や帰国手配等に係る費用負担について、海外旅行

保険で補填できない場合は学生本人または父母等の負担において対応すること。 

（３） プログラム参加中、緊急に医療手当てまたは手術の必要が生じた場合、学生本人および父母等の個別同意

がなくとも、立命館大学または派遣先大学の担当者の判断によって処置されることがあること。 

（４） 医師による診断にもとづき、プログラムの継続が困難であると立命館大学が判断した場合、立命館大学の

帰国措置の指示に速やかに従うこと。 

（５） プログラムが定める教育上の目的が達成できず、プログラム参加の継続が困難であると立命館大学が判

断した場合、立命館大学の帰国ないし受講中止措置の指示に速やかに従うこと。 

（６） 帰国もしくは受講中止措置を受けたとき、または自己都合によりプログラムを中止したとき、これに伴っ

て発生する帰国費用等は学生本人または父母等が負担すること。 

（７） プログラム参加にあたり立命館大学から奨学金の給付を受けていた場合、当該奨学金の規程にもとづき、

プログラム参加を中止する等の理由により、奨学金の全部または一部の返還を求められることがあるこ

と。 

（８） プログラム参加に伴う渡航期間・受講期間が、立命館大学における講義・補講、定期試験、追試験等と重

なった場合、特別な配慮は行われないこと。 

（９） ホームステイでは、１家庭に複数名の学生が滞在する場合があること。寮・ホテルでは、１部屋に複数名

の学生が滞在することが基本となること。 

（１０） プログラム参加にあたり、滞在先、航空券等の諸手続、手配等を自身で行わなければならないプログラム

については、事前に諸手続、手配等について十分確認し、必ず自身の責任において遅滞なく行うこと。 

 

３．個人情報取扱いに関する同意 

（１） 立命館大学経営学部事務室に届け出た個人情報について、立命館大学経営学部事務室が、派遣先大学、事

務業務受託会社、旅行会社、査証代行取得会社、保険会社、保険代理店、危機管理支援サービスを提供す

る会社、海外用携帯電話レンタルサービスを提供する会社、航空会社、関係省庁および在外公館に提供し、

プログラム運営や緊急時の対応のために利用することに同意すること。 

（２） 立命館大学経営学部事務室が、プログラム運営のために、派遣先大学等から成績情報、生活情報等の個人

情報の提供を受けることや派遣先大学に成績情報・生活情報等の個人情報を提供することに同意するこ

と。 

 

４．プログラム参加の責任 

（１） プログラム参加中に発生したトラブルについては、基本的に学生本人の責任において対処すること。 

（２） オンライン留学等のプログラム参加にあたり、受講のための環境（パソコンやタブレット等受信機器や通

信環境等）整備や受講に必要な通信費用は、学生本人が負担すること。 

（３） 学生本人が被った人的・物的損害または自己が派遣先大学もしくは第三者に与えた人的・物的損害が、次

の①～⑨のいずれかにあたる場合、学生本人または父母等の責任において対処し、立命館大学に損害賠償

その他のいかなる責任も追及しないこと。 

① 自然災害、海難、火災、政府や公共団体の指令、戦争、暴動、ストライキ、盗難、隔離、テロリズ

ム、ハイジャック、航空機事故、交通事故、犯罪、流行病、税関規則、航空機等の突然のスケジュ

ール変更、その他の不可抗力により生じた損害 

② 立命館大学が管理しえない状況で起こった事件または事故により生じた損害 

③ 法令または公序良俗に反する学生本人の行為により生じた損害 

④ 学生本人の故意または過失により生じた損害 

⑤ プログラムの趣旨・目的から逸脱した学生本人の行為により生じた損害 

⑥ 学生本人の個人的問題から生じた損害 

⑦ 学生本人が行った滞在先、航空券等の諸手続、手配等により生じた損害 

⑧ 通信障害によるトラブル等により生じた損害 

⑨ ２（２）の派遣の中止により生じた損害 
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５．規律事項 

（１） プログラムの目的と趣旨を理解し、学習および研究に専念すること。 

（２） プログラム期間中は、日本の法令および立命館大学の諸規則ならびに派遣先大学が所在する国・地域の法

令および派遣先大学の諸規則を遵守すること。 

（３） 立命館大学および派遣先大学の教職員の指示に従うこと。 

（４） 麻薬、向精神薬等日本の法律または派遣先大学が所在する国・地域・自治体の法律により違法とされる薬

物、危険ドラッグ、銃等の所持、使用、購入および日本への持ち込みはしないこと。 

（５） プログラム参加中に、自動車、オートバイ、船舶、航空機等の運転、操縦および購入を行わないこと。 

（６） バンジージャンプ、スカイダイビング、スキューバダイビング等危険な行為を行わないこと。 

（７） 健康管理は自らの責任で行い、常備薬や主治医の紹介状等を現地に持参すること。 

（８） プログラム参加中に、旅行または外泊する場合は、指定の期日までに所定の届出を立命館大学に行うこと。

立命館大学または派遣先大学から計画の変更や中止の指示があった場合は、それに従うこと。 

（９） プログラム参加中は、立命館大学が指定する報告を遅滞なく行うこと。 

（１０） プログラム終了後はすみやかに帰国すること。立命館大学の許可なく、個人的な理由により滞在期間を延

長しないこと。 

（１１） 渡航期間が 3 か月未満の短期プログラム参加者については、立命館大学の許可なく、日本または母国への

一時帰国・再入国を行わないこと。 

（１２） 派遣先大学の寮規程もしくは入居した寮の規則またはホームステイ先の規則に従い、生活すること。 

（１３） 派遣先大学の授業の録音や録画、写真撮影などは、授業担当者の許可を得ること。 

（１４） 派遣先国および地域で危機が発生し立命館大学が帰国を命じた場合は、命令および指示に従い安全を確保

したうえで速やかに帰国すること。 

（１５） オンライン授業の受講にあたり、以下の行為は、情報倫理に反する行為として固く禁止する。  

① オンライン授業のために配布されたオンライン会議システムの情報（URL、ミーティングID、パスワ

ード）を、 授業と関係のない第三者と共有すること。  

② ライブ形式で実施されるオンライン授業の様子を派遣先大学の担当教員や出席者の許可なく写真に撮

りSNSなどで共有し、拡散すること。また、担当教員の許可なく、授業の内容を録音・録画し、それ

を公開すること。 

③ オンライン授業で配布された資料等を、派遣先大学の担当教員の許可なく再配布すること。  

④ 授業での活用を目的としてインターネット上（Youtube等）で限定公開されている動画資料につい

て、そのURLを授業と関係のない第三者と共有すること。 

 

上記のすべての承諾事項を確認の上、遵守します。 
 

20   年   月   日 

参加プログラム名：                   （派遣先大学・機関：             ） 

学部／研究科：                      回生：                     

学生証番号：                        

氏名（自署）：                        
 

20   年   月   日  

父母等（自署）：                                   （父母等直筆のこと） 

父母等緊急時連絡先： 〒                                         

電話番号：                   学生本人との続柄：                               

学生本人記入欄 

父母等記入欄 

派遣予定者に内定後、派遣ガイダンスで記入書式を配布します 

15


	表紙
	本文のみ
	1
	2・3・4・5
	6・7・8
	9
	10
	11・12 
	Ｑ＆Ａ

	本文のみ
	1
	2・3・4・5
	6・7・8
	9
	10
	11・12 
	Ｑ＆Ａ

	本文のみ
	1
	2・3・4・5
	6・7・8
	9
	10
	11・12 
	Ｑ＆Ａ

	本文のみ
	1
	2・3・4・5
	6・7・8
	9
	10
	11・12 
	Ｑ＆Ａ

	本文のみ
	1
	2・3・4・5
	6・7・8
	9
	10
	11・12 
	Ｑ＆Ａ




